
〇介護サービス情報の公表

「財務諸表」 報告方法について

事業所の財務状況が分かる書類をPDF又はCSV形式でアップロードする必要があります。

・直近の事業年度を終えた時点で作成したものをアップロードしてください。

・原則として事業活動計算書（損益計算書）、貸借対照表（バランスシート）及び資金収支計算書（キャッシュフロー計算書）を

報告するものとなっています。

・会計基準上求められていない等の事情がある場合、資産、負債及び収支の内容がわかる簡易な計算書類でも差し支えあ

りません。その場合はいずれか一つの書類で「あり」を選択し、書類のファイルのアップロード又は URL の貼付をお願いし

ます。ずれか一つの書類で「あり」を選択し、書類のファイルのアップロード又は URL の貼付をお願いします。

・報告は介護サービス事業所・施設単位で行うこととなっていますが、事業所・施設単位で会計処理を行っていない場合等、

やむを得ない場合については、法人単位で公表することとして差し支えありません。


